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労働条件の明示に係る雇用保険上の取扱いについて 

 

平成２５年４月１日より、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」に

ついては、書面の交付により明示しなければならないこととされています。 

 

従前の雇用保険上（離職票）の手続きにおいては、「労働契約の更新の有・無に関する事項」が

口頭のみで決定されている場合であっても、事業主と労働者が合意して決定されているものにつ

いては認めていましたが、今般の改正に伴い雇用保険上の手続きにおいては、下記のとおり取

扱うこととなりました。 

この取扱いにより、有期契約労働者が契約期間満了により離職した際の雇用保険上の離職理由 

が、「会社都合による離職」又は「自己都合による離職」と判定される場合があり、「事業主が 

受給する雇用関係助成金の支給・不支給に影響する場合」や「労働者が受給する失業給付金の 

給付制限等に影響する場合」があります。 

 

 

《有期契約労働者について、労働契約締結時に「労働契約の更新の有・無に関する事項」が書

面により明示されていない場合、離職票の「離職理由欄」の記載は次のとおりとなります。》 

 

１ 「契約を更新又は延長することの確約・合意の有・無」について 

  → 労働契約締結時に事業主と労働者の間で更新又は延長することが口頭により決定され

ていたとしても、書面により明示されていない場合、雇用保険上の手続きにおいては、「契

約を更新又は延長することの確約・合意は無し」として取扱うこととなります。 

 

２ 「更新又は延長しない旨の明示の有・無」について 

  → 労働契約締結時に事業主と労働者の間で更新又は延長しないことが口頭により決定さ

れていたとしても、書面により明示されていない場合、雇用保険上の手続きにおいては、「更

新又は延長しない旨の明示は無し」として取扱うこととなります。 

 

３ 「直前の契約更新時に雇止め通知の有・無」について 

  → 労働契約締結時に事業主と労働者の間で更新又は延長しないことが口頭により決定さ

れていたとしても、書面により明示されていない場合、雇用保険上の手続きにおいては、「直

前の契約更新時に雇止め通知は無し」として取扱うこととなります。 

   なお、定年後の継続雇用が有期契約によって行われ、改正高齢法の経過措置による労使協

定により定めた基準によって離職する場合については、「直前の契約更新時に雇止め通知は

有り」として取扱うこととなります。 
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【注意事項】 

 労働契約締結時に「労働契約の更新の有・無に関する事項」について、口頭のみで決定され、 

書面による明示が行われていない場合、雇用保険上の手続きでは当該決定事項は確認できないも 

のとして取扱うこととなります。 

 

労働契約の締結時に明示しなければならない事項 

 

①契約期間の明示 

  ・期間の定めなし 

   ・期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 

 

②更新の基準の明示 

   具体的な内容については、下記の例を参考にしてください。 

   ・自動的に更新する 

   ・更新する場合があり得る 

   ・契約の更新はしない   など 

 

③更新の基準の明示 

 具体的な内容については、下記の例を参考にしてください。 

   ・契約期間満了時の業務量により判断する 

   ・労働者の勤務成績、態度により判断する 

   ・労働者の能力により判断する 

   ・会社の経営状況により判断する 

   ・従事している業務の進捗状況により判断する  など 
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使用者 職氏名                 ㊞ 

雇 用 期 間 

 

 

 

１．期間の定めなし  ２．期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 

３．期間の定めがある場合、更新については次により判断する。 

①雇用期間満了時の業務量 ②会社の経営状況 ③貴方の能力・勤務成績・勤務態度 

４．期間満了をもって雇用を終了し、その後の更新はしない。 

就業の場所  仕事の内容  

 

※ 今号の詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせください。 

参考 


